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令和元（2019）年度
決算のお知らせ

H28 H30 R01
決算
R02
予算

H29H24H25H23H22H21H20H19H18 H26H27
（
年
度
）

経常収支の推移

2.18億円

0.73億円

1.89億円 1.67億円

▲0.54億円
▲0.85億円

▲1.73億円

▲0.91億円

▲2.84億円

▲3.64億円

▲1.92億円

▲1.04億円

▲0.73億円

▲0.70億円

3年連続の
経常黒字

経常
赤字へ

西
日
本
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
健
康
保
険
組
合
の
令
和
元（
２
０
１
９
）年
度
決
算
が
、
去
る
７
月
29
日
の

第
１
４
7
回
組
合
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

「
２
０
２
２
年
危
機
」「
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
」が
懸
念
さ
れ
る
中 

経
常
収
支
差
引
額 

７
、３
０
８
万
円
の
赤
字
に 

当
健
康
保
険
組
合
の
令
和
元
（
２
０
１
９
）
年
度

の
決
算
は
、
経
常
収
支
で
７
、
３
０
８
万
円
の
赤
字

と
な
り
ま
し
た
。

赤
字
の
要
因
は
、
医
療
の
高
度
化
な
ど
に
よ
る
保

険
給
付
費
の
増
加
と
、
保
険
料
収
入
の
４
割
を
超
え
、

依
然
と
し
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
高
齢
者
医

療
へ
の
納
付
金
で
す
。
給
与
や
賞
与
の
増
加
に
よ
る

保
険
料
収
入
の
増
加
が
期
待
で
き
な
い
中
、
厳
し
い

健
保
財
政
が
続
い
て
い
ま
す
。

今
後
、
健
保
組
合
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
75
歳
以

上
の
後
期
高
齢
者
へ
の
拠
出
金
が
、
保
険
料
収
入
の

50
％
を
超
え
る
状
態
に
な
る
「
２
０
２
２
年
危
機
」

を
目
の
前
に
控
え
、
さ
ら
に
今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
る
経
済

損
失
で
、
給
与
や
賞
与
が
引
き
下
げ
ら
れ
保
険
料
収

入
の
減
少
と
な
り
、
未
曽
有
の
厳
し
さ
に
な
る
と
予

想
さ
れ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
終
息
に
は
、
ま

だ
か
な
り
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
引
き
続
き
手
洗
い
等

の
感
染
症
予
防
対
策
を
徹
底
し
て
い
た
だ
き
、
規
則

正
し
い
生
活
と
と
も
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
や

適
度
な
運
動
な
ど
を
心
掛
け
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▲4.73億円

◆収入の柱である保険料収入は前年度より増加
・皆様に納めていただいた保険料収入
　　　　　　　　　　→ ３０億８,２１８万円（前年度比１.４％増）

◆保険料給付＋納付金・支援金が保険料収入の約９７％に
・医療費の給付等に使われた保険給付費
　　　　　　　　　　→ １６億４,３４７万円（前年度比２.２％増）
・高齢者医療制度への納付金
　　　　　　　　　　→ １３億４,６１８万円（前年度比２１.５％増）

※この２項目の合計は、当健保組合の主たる財源である保険料収
入の９７％を占めています。

決算の主なポイント
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決算の主なポイント

収入
計：519,780円

支出
計：486,736円

組 合 状 況

介 護 保 険 料
繰 入 金
国 庫 補 助 金 受 入
雑 収 入

合　　　計

294,846
40,000
3,898

5
338,749

収

　入

介 護 納 付 金
介 護 保 険 料 還 付 金
積 立 金

合　　　計

319,218
43

3,000
322,261

支

　出

被保険者1人当たりでみると

決 算 残 金
経 常 収 支 差 引 額

保 険 料
調 整 保 険 料
準備金限度外部分繰入
財政調整事業交付金
そ の 他

合　　　計
経 常 収 入 合 計

3,082,183
38,229
230,000
36,890
40,647

3,427,949
3,098,908

収

　
　
　入

保 険 給 付 費
納 付 金
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
退職者給付拠出金等

保 健 事 業 費
財政調整事業拠出金
そ の 他

合　　　計
経 常 支 出 合 計

1,643,474
1,346,186
6 9 3 , 4 8 3
6 5 2 , 6 3 9

6 4
107,921
38,032
74,411

3,210,024
3,171,988

支

　
　
　出

決 算 残 金 16,488千円

令和元年度収入支出決算の概要
健康保険分（千円）

介護保険分（千円）

217,925千円
▲73,080千円

●被保険者数（本人の加入者数） 　  6,595人 （男性 　 4,942人 　　女性　　 1,653人）
●被扶養者数（家族の加入者数） 　  4,833人 （男性 　 1,661人 　　女性　　 3,172人）
●平均標準報酬月額（給与の平均額）  318,790円 （男性 346,703円 　　女性　233,865円）
●総標準賞与額（賞与の年間合計額）　 4,936,476千円 （被保険者一人当たり（任意継続者除く）　758,524円）
●平均年齢（本人の平均年齢） 　  43.00歳 （男性 　 43.44歳 　　女性　　 41.37歳）
●健康保険料率　 　 　 10.4％ （事業主 　 　5.45％　 被保険者　　　 4.95％）
●介護保険料率　 　 　   1.6％ （事業主 　 　0.80％　 被保険者　　　 0.80％）
●介護保険第２号被保険者数（40歳以上65歳未満の加入者数）   　4,788人
●介護保険第２号被保険者たる被保険者数（40歳以上65歳未満の加入者数のうち被保険者の数）　 　3,617人

当
健
康
保
険
組
合
の
平
成
30
年
度
の
決
算
は
、
経
常

収
支
で
1
億
6
、
6
9
0
万
1
千
円
の
黒
字
と
な
り
ま

し
た
。
保
険
料
を
中
心
と
し
た
経
常
収
入
は
30
億
5
、

8
3
9
万
9
千
円
に
対
し
、
医
療
費
（
保
険
給
付
費
）

や
高
齢
者
医
療
を
支
え
る
納
付
金
・
支
援
金
な
ど
の
経

常
支
出
は
28
億
9
、
1
4
9
万
8
千
円
と
な
り
ま
し
た
。 

平
成
29
年
度
に
比
べ
被
保
険
者
数
は
70
人
増
加
、
平

均
標
準
報
酬
月
額
（
給
与
の
平
均
額
）
は
2
、
2
9
9

円
増
加
、
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
年
間
賞
与
額
も
1

万
9
、
6
0
1
円
増
加
に
よ
り
、
保
険
料
収
入
額
が
6
、

5
5
4
万
円
増
加
し
ま
し
た
。
一
方
の
支
出
は
、
保
険

給
付
費
は
1
億
4
5
2
万
円
急
増
し
ま
し
た
が
、
高
齢

者
医
療
を
支
え
る
納
付
金
・
支
援
金
な
ど
は
1
、

4
7
3
万
円
減
少
の
た
め
、
3
年
連
続
の
黒
字
と
な
り

ま
し
た
。 

し
か
し
、
平
成
29
年
度
後
半
か
ら
か
ら
医
療
費
が
増

加
傾
向
に
あ
り
、
特
に
65
歳
以
上
の
前
期
高
齢
者
の
医

療
費
が
急
増
し
て
い
る
た
め
令
和
元
年
度
の
前
期
高
齢

者
納
付
金
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
、

令
和
元
年
度
予
算
で
は
、
1
億
9
、
7
5
2
万
円
の
経

常
赤
字
と
な
り
、
令
和
2
年
度
も
4
億
円
以
上
の
経
常

赤
字
と
な
る
と
予
測
し
て
い
ま
す
。 

今
後
、
高
齢
者
医
療
を
支
え
る
納
付
金
・
支
援
金
や

医
療
費
の
負
担
に
よ
り
、
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
き
ま

す
が
、
今
年
度
も
引
き
続
き
財
政
の
健
全
化
に
努
め
な

が
ら
、
皆
さ
ま
の
日
々
の
健
康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
ま
い
り
ま
す
。 

当
健
康
保
険
組
合
で
は
、
健
診
・
保
健
指
導
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
保
健
事
業
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
皆

さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
健
康
の
増
進
と
保
持
の
た

め
に
保
健
事
業
を
ご
活
用
い
た
だ
き
な
が
ら
、
医
療
が

必
要
な
と
き
は
適
正
受
診
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

積
極
的
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
な
ど
、
限
り
あ
る
保
険

料
を
大
切
に
使
う
た
め
に
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

・
家
族
の
方
へ
、
健
診
を
毎
年
受
け
ま
し
ょ
う
。 

・
健
診
を
受
け
た
方
へ
、
健
診
結
果
に
「
要
精
密
検
査
」 

「
要
治
療
」
が
あ
る
場
合
、
直
ぐ
に
病
院
へ
行
き
ま

し
ょ
う
。 

※
当
健
康
保
険
組
合
で
は
、
35
歳
以
上
の
方
に
健
診
の

補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

保険料（467,351円）

調整保険料（5,797円）財政調整事業交付金（6,102円）

その他（5,655円）準備金繰入
（34,875円）

保健事業費（16,364円）

保険給付費
（249,200円）

高齢者制度への
納付金・支援金等
（204,122円）

財政調整事業拠出金（5,767円）
その他（11,283円）

保険料の43.7％保険料の43.7％ 保険料の53.3％保険料の53.3％

義務的経費である高齢
者制度への納付金・支
援金等は健保財政の大
きな負担になっている
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ただいま！
すぐ 手洗い・うがい。 いつでも！マスク着用。

さ わらない！
目・鼻・口は直接触れない。 くしゃみや咳！必ず 口・鼻を覆う。

たいさくたいさく
感染症
予防
感染症
予防

の後には

ワタシの
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さ わらない！
目・鼻・口は直接触れない。 くしゃみや咳！必ず 口・鼻を覆う。

たいさくたいさく
感染症
予防
感染症
予防

の後には

ワタシの

コロナストレスに負けない

コロナストレスを感じていませんか？
周りの人にうつして
しまったら…

こころの元気を保つポイント

家族や仲間とつながる
・オンラインや電話で
　今の気持ちや不安を
　口にする

情報と適度な距離を保つ
・国や自治体の信頼できる情報源から
　情報を得る
・ニュース等は 1日 1時間と決める

体を動かすと不安が和らぐ
・掃除や庭の草むしり
・人の少ない時間、場所で散歩
・トレーニング動画を活用

外出が減っても
生活リズムをキープ
・起床・就寝時間は
　できるだけいつも通りに
・3食たべて 1日のリズムを
　作る

寝る前に
「ちょっといいこと」を探す

一人で抱えず相談を

・朝すっきり目覚めた
・仕事でうまくいった
・今日も一日無事に終わった

つらい時は

・家族　　　・友人
・職場の同僚、健康管理の担当者
・健保組合　・自治体の窓口

楽しむことを忘れずに
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柔道整復師に
かかるとき

痛みの原因、きっかけはどちらですか？

チャート

正しく受診しましょう整骨院・接骨院柔道整復師の正しいかかり方

使える健康
保険が 使えない

START 整骨院・接骨院にかかりたい…

転んで打撲、ひねったなどの負傷原因の
はっきりした外傷による痛み。

柔道整復師にかかること
について、医師の同意を
得ていますか？

けがの内容は次のどれですか？
●打撲
●捻挫
●挫傷（肉離れなど）

※健康保険が使えるケースでも、施術が長期にわたる
ときは、何らかの病気が隠れている可能性もあります
ので、医師による検査と診療を受けましょう。

健康保険が使えます
スポーツの試合で足首をひねり、痛む

●骨折
●不全骨折（ひび）
●脱臼

健康保険は使えません
●リウマチや五十肩などの痛み
●過去に負傷し、治ったところが痛みだした
●脳疾患後遺症などによる痛み　など

●スポーツが原因の筋肉疲労や筋肉痛
●日常生活などによる肩こりや筋肉疲労など

健康保険は使えません
※応急手当の場合は健康保険でかかれます。

例

例

健康保険対象外だった場合は
医療費を返還していただきます
　整骨院・接骨院では健康保険が使える範囲が決められ
ているため、あとから健康保険対象外の施術であること
が判明した場合には、健康保険が負担した治療費を返還
していただくことになります。後日、受診した整骨院・接
骨院から請求されるか、もしくは健康保険組合から請求
させていただくことになりますので、ご注意ください。
　「健康保険が使える」と説明を受けていたとしても対
象外の場合は負担していただくことがあります。

ただし、健康保険でかかれるケースでも次の場合は健康保険は使えません。
●医師の治療を受けている負傷箇所の施術
　医師の治療と重複して健康保険は使えません。

●通勤中・仕事中の負傷
　労災保険が適用されるため健康保険は使えません。

こ注意ください！

施術内容について
お尋ねすることがあります
　近年、整骨院・接骨院からの療養費の請求が増加傾向に
あり、健康保険の財政を圧迫していることから、厚生労働省
では不適切な療養費の請求を防ぐための取り組みを健康保
険組合に強く求めています。
　このため、整骨院・接骨院で健康保険を利用した際の請求
があった場合に、施術日や負傷部位、施術内容について文
書または電話により確認をさせていただく場合があります。
領収書等を保管し、回答できるようにご協力をお願いします。

不適切な療養費の請求を防ぐために

整骨院・接骨院は病院ではないため、健康保険が使える範囲が細かく決められています。
保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、健康保険の使える範囲を正しく理
解しましょう。支払われる医療費は大切な健康保険料から支出されていることをお忘れなく。

❶
❶の場合

❶❷のいずれにも該当しないケースは
健康保険の適用ではありません。

はい

いいえ

内科的病気が原因の痛みや、日常生活で起
こる慢性的な痛み、原因不明の痛み。❷

❷の場合

10月は
健康強調月間です

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをおねがいします

健康生活へ
生活習慣改善で

健康保険組合の連合組織である健康保険組合連合会では、
健康への意識を高めていただくために、
毎年10月を「健康強調月間」と定めています。
ご自身の健康に関心を持ち、生活習慣を改善して健康な毎日を手に入れましょう。

主催　健康保険組合連合会・同都道府県連合会・健康保険組合

厚生労働省
新型コロナウイルス接触確認アプリ
COVID-19 Contact Confirming Application

＊画面イメージ

（略称：COCOA）

自分をまもり、大切な人をまもり、地域と社会をまもる
ために、接触確認アプリをインストールしましょう。

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の感染者と
接触した可能性について、通知を受け取ることができる、
スマートフォンのアプリです
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　この調査は、被扶養者の適正な認定や被扶養者数
を正しく把握することを目的として、毎年実施して
います。また、健康保険組合財政に大きな影響を与
える、高齢者医療制度への納付金や介護給付費の算
出に係る基礎数値に反映する大変重要な調査でもあ
ります。
　つきましては、ご多忙中誠に恐縮ですが、調査の趣
旨をご理解いただき、健康保険組合の財政改善、財
政健全化のためにも、ご協力をお願いいたします。
　また、今回より、マイナンバーを利用して、課
税・非課税証明書を健康保険組合が取得します。ご
理解とご協力をお願いいたします。

被扶養者資格・再確認（認定状況等）のお願い
健康保険組合の財政に大きく影響します

調書の記載に
あたっての注意書きを
参考にして提出して

ください。

健康保険被扶養者調書は令和2年
9月中旬以降に事業所を通じて配
付させていただきます。

　

令和2年10月30日です。
提出期限は

漏えいし不正利用される恐れがあるため、マイナン

バー（個人番号・12桁の数字）を変更された場合

は、事業主を経由し、当健康保険組合に「個人番号

（マイナンバー）登録・変更届」の提出をお願いい

たします。

マイナンバー（個人番号）を
変更された方へ

マイナンバー（個人番号）を
変更された方へ

ご家族全体で機関誌をご覧いただける機会を増やすことに
より、これまで以上に健康への関心を深めていただきたい
との思いから、「健保だより・第38号」よりご自宅（被保
険者登録住所あて）に直接送付させていただくことにいた
します。

当組合機関誌「健保だより」の自宅への発送について
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氏名

事業所名

年齢 歳
○本人
○家族

保
険
証番号

記号

所属

10 月令和2年 11 月令和2年 12 月令和2年

ひと言

歩kg

3ヵ月後体重増減

33第 回

総歩数
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33第 回 （10月～12月）西パケ健保

3ヵ月で70万歩目標

●一人又は少人数で実施
●すいた時間、場所を選ぶ

●他の人との距離を確保
●すれ違うときは距離をとる

・歩数計は、通勤中、仕事中、買い物やスポーツ中も携帯。
・毎日、歩数計の数値（歩数計の実際の数値）をスコアカードに記入。
・3ヵ月の数値の合計を総歩数欄に記入。
※事業所へ事前にお申し込みください。
※スコアカードは、ホームページ（https://packagingkenpo.jp/）からのダウンロード、または本誌のコピーをご使用下さい。

令和2年10月1日～令和2年12月31日

令和3年1月15日まで

実施期間

スコアカード提出手順と期日

実施方法

令和2年9月30日まで

参加方法と期日

令和2年10月1日時点での被保険者及び20歳以上の
被扶養者（実施期間中に資格喪失された場合は参加資格
が無くなります）

※歩数の集計はお間違えのないよう、また必ず期日までに提出いただくようお願いします。

スコアカード 事業所
参加申込書

（事業所にあります）
健康保険
組合

健康保険
組合

参加資格

第32回チャレンジ・ウォーキング結果概要

参加者総数 · · · · · · · · · · 774名 参加事業所数 · · · · · 53事業所 目標達成者数· · · · · · · · 544名

実施期間中に70万歩以上を達成された方には、
　　　　　を進呈いたします。

日頃の運動不足・肥満・ストレスの解消を！
体力をつけてコロナを乗り切ろう

3密にご注意ください

記念品記念品




